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平成 28 年 第 5 回湖西市ごみ減量市民会議 会議録 

 

 

開催日時  平成 28 年 2 月 15 日（月）13：30～15：30 

 

開催場所  湖西市環境センター２階 会議室 

 

出席委員   平井一之 竹島清一 清水健蔵 大久保宏子 田内清之 牧野和子  

雨宮順介 田中明彦 高部一行 大谷 勇 杉浦徹衛 

           山口 健 田代ルリ 坂下 守     14 名 

 

欠席委員   豊田千佳 志水哲夫  2 名 

 

事 務 局  渡辺環境部長 佐原ごみ減量課長 石川ごみ減量課長代理兼減量係長 

      山本減量係副主任 

 

会議資料   

  【事務局説明】 

     浜松市への可燃ごみの搬入量と処理委託額の状況（上半期）   （資料 1 ) 

     粗大ごみ戸別収集とふれあい収集の状況              （資料２）      

          リサイクル資源集団回収奨励金の交付状況            （資料３） 

       湖西市の不法投棄の状況                     （資料４）   

     生ごみ堆肥化容器購入費補助金の交付状況            （資料５）  

     新リサイクル品回収状況（家電、PC、剪定枝、草）        （資料６）   

     平成 26 年度～湖西市ごみ減量会議の意見集計表        (資料７) 

   【議事】 

     地区外(市外) からの持込防止について             (資料８)    

     資源物持ち去り対応について                (資料９)   

     ごみダイエット配布物について               (資料 10)    

   【報告事項】    

     資源化、リサイクルについて                (資料 11)                                



 2/21page 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

あらためまして大変ご苦労様でございます。会長をおおせつかっております平井で

ございます。月曜日の午後という皆様方にとっては大変お急がしい中、また風の強い

中での参加と言うことで改めて御礼申し上げます。実は私も国の中央環境審議会とい

う所で廃棄物に関していろいろお話をしていまして、国の考える環境問題というのは、 

 3 つ大きな柱がありまして、国というのは環境省ということでありますが、一つ目は

低炭素型社会の構築、つまり温暖化をどう食い止めるかということなんですね。これ

は言うまでもないことなんですけど。二つ目は循環型社会の構築、まさに今日のテー

マのようにごみ減量をどうしていくか、3R をどうするか、どうやってうまくやって

いくのかということです。それから三つ目は自然共生型社会の構築というもので、な

かなか難しいのですが、生物多様性の確保とも言っているのですが、シロクマなどの

絶滅危惧種に指定されている動物、環境の変化や温暖化によってエサや住処がなくな

っていくという状態、そうかというとホームセンターなどで売られているミドリガメ、

あれが私実は家が藤枝なんですけど藤の花で有名な蓮華寺がミドリガメで占領されて

いて大変なんですね。イノシシだとかシカだとか増え続ける生態系の中でバランスを

どうしていくかという、これが自然共生型社会の構築というものになっています。以

上話が長くなってしまって申し訳ないのですが、循環型社会の構築をする中で廃棄物

の役割をしっかりさせないといけないということで、最近の例ですと廃棄されなけれ

ばいけない食品が横流しで再び売られているという問題がありまして、今後どういう

風にしなくてはならないかという法体系を含めた対応、簡単な話なんですが排出者の

責任をしっかりしなくてはいけないという、テレビなんかでは廃棄物処理業者が悪者

になっているのですが、本当の一番の悪者は法律上で言えば排出者なんですね。つま

り出す人が、そのまま売られないように廃棄物処理業者に渡せばいいんです。だから

今後法律上そういう風にしていきます。ですから商品として価値のない形にして廃棄

する、そういう風に変えていくことに関してやっているということでございます。い

ずれにいたしましてもそういった事情の中で湖西市として市民の皆さん方が発生させ

たごみは、お金を払って隣の浜松市に委託して処分してもらっているということにな

ります。このお金というのが非常に馬鹿にならない話でございまして、しっかりと皆

様に受け止めていただいて出来るだけ経費がかからないようにしていかなくてはなら
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ない。そういった中でこの市民会議もいろんな議論をしていかなければならない立場

じゃないかと思います。 

 今日も事務局の中でいろんなテーマで皆さんに審議、意見をいただく場面が出て来る

と思いますので 1 時間半から 2 時間ほど有意義なお時間になるよう進行役である会長

の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

３ 湖西市の状況   

（事務局） 

  まず、秋口ごろ会議の第 2 回目を開催ということで前回お話をさせていただいて

おりましたが、後で説明させていただく新たな資源リサイクルを開始し、ある程度軌

道にのり、数値を皆さんにお示しできるのに時間を要しましたので遅くなってしまい

ました。 

  それでは、お手元の資料、資料１～資料 7 につきましてご説明を申し上げたいと思

います。よろしくお願いたします。 

  なお、ごみの減量化、リサイクル率の向上という中で現在総合計画を策定中であり

ますが、資料については年次取りまとめについては半期ごと、月次についてはできる

だけ直近の数字搭載となっています。ご承知ください。 

 

○浜松市への可燃ごみの搬入量と処理委託額の状況（上半期）（資料１） 

（事務局） 

 では、座って説明させていただきます。お手元の資料１をご覧ください。浜松市への

可燃ごみの搬入量と処理委託額の状況ということで、平成 23 年度から平成 27 年度まで

の過去 5 年間の上半期分につきまして記載させていただいております。 

 

 まず、浜松市への可燃ごみの搬入量と処理委託額の状況で、平成 27 年度の状況が一

番下に書かれています。平成 22 年 10 月より可燃ごみの焼却を浜松市に委託しておりま

して、委託金額は、25 年度までは１ｔあたり 20,500 円、平成 26 年度からは１ｔあた

り 20,800 円。これは消費税の上昇分を加味したものです。見ていただければお分かり

になるとは思いますが、各年度ごとの 4 月から 9 月までの上半期のごみ搬入量と前年度

比較、処理委託費用の実質額を記載したものとなっております。 

平成 23 年度は、約 7,420ｔで約 1 億 5,211 万円、平成 24 年度は、約 7,068ｔで約 1

億 4,490 万円、平成 25 年度は、約 7,204ｔで約 1 億 4,768 万円、平成 26 年度は約



 4/21page 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,843ｔで約 1 億 4,234 万円、平成 27 年度は約 6,880ｔで約 1 億 4,310 万円の経費とな

っています。皆さんのご協力により、着実に当初よりごみ減量が進んでいますが、平成

25 年度の減量率が低いのは、平成 25 年 4 月より、硬いプラスチックが、不燃ごみから

可燃ごみになったことと、平成 25 年 10 月より、環境センターへの家庭ごみの直接搬入

が、無料から 10 ㎏あたり 50 円になったために駆け込みの搬入がありまして、大幅にご

み量が増えたためです。ごみ減量につきましては、平成 27 年度上半期は昨年と比較し

て若干増えていますが、その原因は火災ごみの搬入があったためと考えられます。                

    

○粗大ごみ戸別収集とふれあい収集の状況について (資料２） 

 次に、資料２になりますけど、 粗大ごみ戸別収集とふれあい収集の状況です。こち

らも昨年度と同じような形で載せてあります。 

 粗大ごみ戸別収集につきましては、粗大ごみを環境センターに持ち込みできない市民

の利便を図るため、ごみ減量課の職員が自宅まで直接収集に伺うという事業でござい

ます。     

   この制度は平成 25 年 10 月より開始し、料金は大きさによって異なりますが小さい

ものは 500 円、大きなものは 1,000 円の２段階の料金体系になっております。 

 出し方につきましては、ごみ減量課に電話をして、どんなものを出したいか説明して

いただきます。金額を計算し納付書を自宅に送付しまして、金融機関で納付していただ

きます。その後、ごみ減量課で納付確認でき次第、自宅まで収集に伺うという形で、予

約してから収集まで 10 日から２週間程度かかります。平成 27 年度下半期回収状況とし

ましては、月 20 件から 30 件程度で手数料は３万円～５万円前後の収入があります。 

 粗大ごみを処分する方法はこれ以外に、ご自分で環境センターに搬入していただくこ

ともできますが、その場合は、10kg あたり 50 円の費用がかかります。ただ、粗大ごみ

戸別収集より安い費用で済むということになります。 

 たくさんありすぎて困るという方は、市内の許可業者がありますので、そこに頼めば、

ごみの個数で積み上げていくよりも１車いくらということですので、そちらのほうが引

っ越しごみなどは安くなることもあります。 

 資料２、２番のふれあい収集は、高齢者及び障害者の方々の在宅生活を支援するため、

家庭ごみをごみステーションに排出することが困難な世帯に対し、ごみ減量課の職員が

自宅に訪問しまして、ごみの回収を行うという事業です。この制度は平成 25 年９月よ

り開始しまして、毎週木曜日の午前中にごみ減量課職員が行っております。 

 回収に際し、ひと声かけることにより生死の確認や怪我をしていないか、寝込んでい
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ないかなどの安否確認も実施しています。 

  回収対象者は、ここに載せてあるとおり現在 1 月末で 35 人、31 世帯、平均回収量は１世

帯あたり 5 ㎏、男女別では、男性が 8 名、女性が 27 名でありまして、女性のほうが高齢化で

長生きということで１人暮らしの方も多いものですから、女性が 3 倍強程度の利用人数とな

っています。 

  地区別では、湖西地区が 21 人、新居地区は 14 人となっています。表をみていただく

とおり統計を取るごとに増加しています。最近の傾向としては、お子さんが近くに住ん

でいない、隣近所がいなくなって頼る人がいないなどの相談が多く寄せられいるといっ

たことが挙げられます。今後増加することが予想されるものですから、人事配置や予算

などが問題となるのではと予想されます。 

      

○リサイクル資源集団回収奨励金の交付状況 （資料３） 

  次に資料３、リサイクル資源集団回収奨励金の交付状況ということで、古紙、古布、

牛乳パックなどです。これら資源として利用できるものを集めた団体に対し、リサイ

クル資源集団回収奨励金を交付いたしまして、ごみの減量と再生資源化を促進し、廃

棄物に対する市民のリサイクル意識高揚を図ることを目的としています。 

  対象団体としましては、幼稚園、小学校、中学校のＰＴＡ、保育園、子ども会、自

治会等ということで、奨励金の額は、新聞紙、雑誌、雑がみ、ダンボール、古布は１

kg あたり４円、牛乳パックは１kg あたり１円です。飲料水缶、アルミ缶は高く引き取

っていただけるため集めている団体はかなりありますが、市から奨励金は交付してお

りません。 

  ここ数年毎年、回収量が減っているのが表から読み取れると思います。理由としま

しては、子どもの数の減少やパソコン、携帯などの普及による新聞などを取らない家

庭の増加、市で実施している古紙回収拠点、古紙回収ステーション、あるいは市内ホ

ームセンターなどに大規模回収拠点があることから、そちらに出される方が増えてい

るのが要因と考えられます。 

  なお、子ども会、小中学校などの集団回収については、浜松市などでは入札によっ

て業者を決めているところもあり、その結果今までよりも数倍高い単価で業者が引き

取ってくれることになり、量が多くなればなるほど売り上げ金額の差が大きなものと

なっているため今後そういう方法も要検討かと存じます。当然環境センターも３ヶ月

に 1 回資源に関しては入札制度を導入しており、一番高い業者と契約することで歳入

の増加に努力しています。 
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○湖西市の不法投棄の状況 （資料４） 

  次、資料４でございます。湖西市の不法投棄の状況ということで、１番は、年度別

の不法投棄の受付件数でありまして、平成 20 年度には 3 件でしたが、平成 22 年度は

22 件、平 23 年度は 15 件、平成 24 年度は 13 件、平成 25 年度は 16 件、平成 26 年度は

19 件、平成 27 年度上半期 9 件ということで、年によって上がり下がりがありますが、

おおよそ年間 20 件前後で推移しているということになっております。 

  ２番は、平成 27 年度の不法投棄の集計になっております。白須賀地区、新居地区を

始め、タイヤ、みかん、マットレスなど自治会などから通報されたもの、あるいは市

民から通報されたもの、その他の通報ということで職員等が回収にあたっています。 

  それから、自治会との不法投棄回収ということで、平成 27 年度は 2 件の不法投棄回

収を行いました。 

  また、不法投棄情報提供につきましては、市内の郵便局や金融機関と連絡協定を結

んでおりまして、業務中に市内の不法投棄を発見したときは市へ情報提供していただ

くよう仕組みを整えてあります。 

             

○生ごみ堆肥化容器の補助金交付状況 （資料５） 

  続きまして、資料５をご覧ください。生ごみ堆肥化容器補助金の交付状況となって

います。平成 24 年～27 年度ということで、交付状況を記載させていただいています。 

  ご存知のとおり、生ごみの約 70～80％が水分となっており、生ごみを減量すると委

託料が減るということで、コンポスト、電気式合わせて表のとおりの補助金交付とな

っております。また、キエーロにつきましては、平成 23 年度は 29 基、平成 24 年度は

215 基、平成 25 年度は 82 基、平成 26 年度は 39 基、平成 27 年度は今日現在で 29 基ほ

ど配布実績となっています。 

 

○新リサイクル品回収状況 （資料６） 

  次に資料６ということで、新リサイクル品回収状況です。平成 22 年度からの廃家電、

平成 27 年度からのパソコン、携帯電話、平成 24 年度からの剪定枝・草・幹など比較

的最近、リサイクル品として活用しだしたものの推移を示したものです。 

  廃家電については、ラジカセとか、ドライヤー、それからラジオ、ビデオデッキな

ど年平均約 50ｔ前後、平均約 85 万円が売り上げ収入となっています。パソコン、携帯

電話については、平成 27 年 1 月～平成 28 年 1 月分で、月平均約 850kg、約 50 万 5 千
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円の売り上げとなっています。剪定枝、草、幹につきましては、24 年度～28 年 1 月末

で、約 9.9ｔが集められ、幹やチップ材として 9,385 円と約 93 万円の売り上げがあり

ます。剪定枝、草、幹は以前燃やせるごみとして多くが処分されていましたが、仮に

浜松市に委託したとすると処理委託にかかる費用Ａは 9,936.55ｔに 20,500 円と

20,800 円の期間がありますが、それをかけると 2 億 522 万 7,952 円となり、本当は浜

松市に委託するのにそれだけの費用がかかった訳です。袋に入ってくるものですから、

袋を破いたりする費用など、チップ化するのに必要な費用が、Ｂになりますが約 9,594

万円ということになります。売り払った金額、売却益Ｃは約 94 万円という金額になり

ますので、これらを計算すると、浜松市に焼却を依頼した場合は約 2 億 500 万円強、

湖西市処理の場合は 9,500 万円強の費用ということで、その差し引きの 1 億 1,021 万

8,235 円分経費節減できたという計算になります。細かくて分かりづらく申し訳ありま

せんが、浜松で焼却すると費用がかかる。うちで再資源化をすると、再資源化をする

ために、重機を動かしたり、業者に委託費用を払う必要はあるものの、それを差し引

いたとしても、約 4 年弱で約 1 億 1,021 万円の経費節減が図れたということです。 

    

○平成 26 年度～ごみ減量市民会議の意見集計表 （資料７） 

   それから資料７をご覧ください。これは前回までに委員の皆様から寄せられた意見

につきましては、その後の対応を含めた状況を載せさせていただきました。後ほど、

一読をいただければと思います。意見のありました詳細内容、今後の対応ということ

で、今年の 9 月現在の状況ということで、対応できるものについては、右の方に載せ

させていただいています。 

  以上が、早口で申し訳ありませんでしたが、３番の湖西市の状況ということで、資

料１から資料７までの説明になります。 

 

（事務局） 

 それでは、湖西市の状況ということで、事務局から説明させていただきました。資

料１から資料７までということで、何かご質問等ございましたらお願いしたいと思い

ます。 

 

（委 員） 

 特になし。 
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（事務局） 

  よろしいですか。それでは、もし出ましたら途中でもかまいませんので、気付いた

時点でご質問いただければと思います。それでは、次第の４の議事に入らさせていた

だきます。議事の進行は、すみませんが、会長よろしくお願いいたします。 

 

（会 長）  

  分かりました。では、これからは、私の方で議事の進行を務めさせていただきた

いと思います。お手元の次第をご注目いただきますと、３番の湖西市の状況というと

ころの１～７までが一応終わったということになります。これから私のほうでは議事

の４番（1）から（3）まで資料８から資料 10 まで、これをそれぞれ各項目ごとに皆

様方にご審議いただきますので、それぞれご意見を承ればと、こんな形で進めていき

ますのでよろしくお願いします。 

 

4 議事  

(1) 地区外（市外）からの持ち込み防止について(資料 8) 

会 長 

 では、早速でございますけど、議事の４番の（1）の「地区外、要

するに市外等も含めてですけども、地区外からのごみの持ち込み防

止について」ということで、資料８について事務局のほうで説明を

お願いします。 

事務局 

ありがとうございます。資料８をご覧ください。環境センターで

は、各自治会や団体からの依頼により出前講座やごみ出し説明会、

施設見学などを年間数十回、土曜日や日曜日の夜など依頼があった

ときに出かけたり、あるいは来ていただいたりして行っています。 

  その中で、特に各地区や自治会から、最近ごみステーションや資

源物回収拠点の一部で明らかに市外や地区外からと思われるごみ出

しや、中には通りすがりの車の窓からごみをステーションにポイ捨

てするなど、マナーの悪い行為が見受けられるという相談がありま

した。いずれも他県ナンバーであったり、中には事業所が特定でき

る作業服を着た方もおり、何とかならないかとの相談が多く寄せら

れているのが現状です。 

  中には分別も行き届いていないものも多く、燃える物、燃えない

物等ごちゃ混ぜになっているものが目に付くものですから、ステー

ションが荒れる原因となっているという声が寄せられております。 

監視カメラなどを設置するなどして対策を講じてはいますが、日

中は人目もあるんですが、夜勤をしている方が捨てるっていう 
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事務局 

 ことになると、やはり深夜っていうこともあって、なかなか注意の

目もいかないっていうことになるものですから、事業所に対してな

んとか指導できないかという声がありました。 

  ここまでが前回の流れの説明になりますが、前回皆さんにご提示

した企業様あての文書につきまして、 

企業様を中心に「文書の送付についてはしたほうが良い」 

他の委員の方から「文書内の金額は抜いたほうが良い」 

「市外からと地区外からの書き方を変えたほうが良い」というご

意見が出されましたので、今回修正案として提示いたしました。 

《文書朗読》 

会 長 

わかりました。前回からの審議事項として事務局から皆さんの意

見を取り入れた修正案を今回提示ということになります。冒頭湖西

市の状況ということで説明がございましたけれど、ごみ処理に多く

の金額が使われているといった状態の中で本来は市の税金を使って

処理すべきではないものに対してお金が使われてしまっている。そ

こで市内事業者の皆様にご理解をいただくための文書を出したいと

いうことになります。本日市内企業の方も 2 名お見えになっている

ということで、先に事業者サイドのご意見がありましたらお願いい

たします。 

 

委 員 

 前回、審議いただいた内容を反映してくださっているのでよろし

いかと存じます。ただ、前回言い忘れたところで申し訳ないのです

が、タイトルが少し本文中の②のところと読み取りにくいところが

あるのかなぁと感じましたのでもう少し変えたほうが良いのかなぁ

と思いまして。出来れば他市町からの持込禁止に絞ったほうが良い

のかと。それからもう一点、我々事業所もごみ減量、リサイクルの

向上に努めていくということも使命であると考えていますが、最後

のほうの文書であわせて事業者の方もごみ減量、リサイクルの推進

にご協力をお願いしますというふうに行をかえて載せたほうがわか

りやすくなって良いかなぁと思います。以上修正していただければ

助かるかなと思います。 

会 長  それでは事務局のほうで今の意見に対して何かありますか。 

事務局  わかりました。 

会 長  もう一方の事業者さんいかがですか。 

委 員 

 ②の部分についてはやはり、この部分に書かなくても良いのかな

と。市内でもどこでも出されて良いととられるとあまりよくないで

すし。 

事務局 

 当然市外からのごみ持込というのもあるんですけど、市内の人で

も通勤途中に他地区のごみステーションにまとめて出される方がい

らっしゃって、ステーションの大きさも限られていますので、ゴー

ルデンウィークや年末年始など一度に地区外から大量に出されてし
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まうと住んでいる地域の皆さんが出せないといった苦情が多いもの

ですから、市外から持ち込まれる場合、市内でも他地区から持ち込

まれる場合あわせて啓発できたらという思いで載せさせていただき

ました。 

委 員 

 内容についてはわかりました。タイトルが他市町から湖西市への

ごみ持込等についてって書いてあって、市内事業者の皆様へってい

う相手先で文書中の①②の内容が違うもんですから分かり難い。事

業所に勤めている方が地区外の職場に近いステーションにごみを出

されているという問題があって①については事業者、②については

居住者っていうふうに分けた上で事業者、市民が一丸となってごみ

無問題に取り組んでいくっていうふうな感じにしたらどうかと思い

ます。 

会 長 

 とりあえず、この文書は市内の事業所に勤めてらっしゃる方に市

外からごみを持ち込まない、通勤途中で何かイレギュラーな事をし

てもらわないことを記載する。一つ目は他市町からごみを持ち込ま

ないでくださいね。これは大変わかりやすい。二つ目は市内に住ん

ではいるけど出しやすいから会社の近くのごみステーションに出し

てしまうっていう、それはやめてねっていうことをうまく表現する 

っていうことですかね。 

事務局 

 今、いろいろご意見を伺っておりましたが、実は②につきまして

は市役所だよりにお願い文書を掲載しまして、そちらで対応してで

すね、①の部分につきましては今回の文書で対応させていただくよ

うに修正をしたいと存じます。 

会 長 
 なるほど。①については事業所向け、②については市民向けとし

て変えていくということですね。どうでしょうか。 

委 員 
 後ですね、文書をもう少し簡潔に出来たらと思います。丁寧に言

い過ぎなくても良いのではと思いますけれど。 

会 長  事務局の方、どうですか。 

 

 

事務局 

 

 

 

 ごみに関しては苦情が非常に多いものですから。ステーションに

関しても収集後の後出しやその対応が大変で、市内の収集業者のほ

うでもドライブレコーダーをごみ収集車に搭載して苦情に対して何

時何分に収集したといった対応できるよう体制を整えています。中

には収集業者さんと家庭訪問で説明したりとか、電話やメールなど

でも相手の方が興奮されていてたまたま電話に出た女子職員がひど

い事を言われて落ち込んでしまったり、メールの対応が場合によっ

ては数ヶ月に及ぶことなどもあって、その点については気を使って

いるというのが現状です。 

委 員 
 一般の人はともかく、事業者に対しての文書なのでそこまで気を

使わなくても良いんじゃないかって思いますけど。 
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事務局 

 事業者の方といっても様々で、中には事業系のごみを家庭用のご

み袋に入れて出して、通報があって見に行くと納品書の束や出荷

票、請求書なんかがいっぱい入っていて、電話すると言い合いにな

ってなんていう場合もあるものですから、今までいただいたご意見

を基に必要があれば時期や対象事業所、内容も考えながら出してい

くことが出来ればと思います。 

会 長 

 なるほどね。ところで湖西市のごみステーションの管理はどこが

行ってるんでしょうか。私の住んでいる藤枝の堀の内って言う地区

は、当番で組の方が見たりとかって言うこともしてるんですけど、

ある程度目線があると○△□っていう名前の入った制服でごみを出

していくっていうのも出来にくいっていうか、抑止力ですね、その

辺のところはどうですか。 

委 員 

 地区によっては注意される所もありますよ。ごみを出す日が決ま

っていてたまたまルール違反のごみが出されるのを見たときにはし

っかり注意してくださる方もいますよ。ただ、皆さん注意したこと

でトラブルっていうか、怖い思いをしたくないっていうのがありま

すから、なかなか言えないっていうのがありますよね。実際家の近

くでも湖西市の決められた袋ではなくて普通にスーパーの袋にごち

ゃ混ぜでいい加減な日に出されるっていう方もいるんですよ、残念

なことに。そんなこともあって町内会長さんに管理をお願いしてい

るところもありますし、各家庭でチリトリとホウキで順番に次の家

に渡していくっていうやり方をボランティアでやっているっていう

所もあります。 

会 長 

 なるほど。実は私、御殿場から湖西市までいろんな自治体の環境

関係の団体の役をやらせていただいているんですが、市によって大

分温度差があるんですよ。廃棄物処理法の２条と６条で廃棄物の処

理は自治体の裁量でやっているものですからぜんぜん違うんですよ

ね。一般廃棄物について県は一切手を出しませんし、その辺で湖西

市の市民の意識の度合いっていうところが若干問われてくるってい

うところがあって、偉そうな言い方で申し分けないんですが、その

辺どうですか、結局この資料 8 の問題だけじゃなくていろいろある

んですよね。 

事務局 

 実際、旧新居と旧湖西との違いもあってですね、旧湖西について

は大工場も多くて夜勤など三交代勤務があったりとか、生活のリズ

ムが９時から５時勤務の方と違う場合も多い訳です。旧新居の方は

どうかっていうと地区もこじんまりしてるものですから出す人の顔

も見えるし、ルール違反があったときなんかは犯人を捜して通報し

てくれる人もいますし。 
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委 員 

 うちの地区も旧新居的なところがあって、ステーションの当番も

あって顔も見える。ただ世間から来た人が当番制について文句を言

ってきたことがあって。何でそんなことを町内会で強制するんだ

と。でそういう意見は無視してやりたくない人は当番を飛ばしてや

ってるわけです。で先ほどの話なんですけど、住んでいるところで

なくて都合の良い出しやすいほかの地区へごみ出ししてる方も実際

ありまして、車の止めやすい場所にすっと止まってサッと出してい

く。わざわざもって行く人もいる。もう一つ自分の地区の収集車が

来る時間が早いと別の遅い地区へ出しに行くっていうのも見ます

よ。だけど知ってても中々当番が違いますよって言うのも言いづら

いですよ。 

会 長 

 なるほどね。現状については良くわかりました。いろいろご意見

もあろうかというのもわかりましたので、資料８については、他市

町からのごみの持込についてですけど事務局どうしますか。 

 

事務局 

 

 それでは、①については②を記載せずもう少し要点を絞って文書

を簡潔にさせていただいて今後苦情や相談があれば対象事業所を絞

って案内を出させていただく、②につきましては市役所だよりや広

報紙での PR などで対応していくような形で進めさせていただければ

と存じます。 

会 長  そうですね。時期とか対象事業所とかはどうですか。 

事務局 
 具体的な情報が寄せられたり、法人リストなどを見ながら今後必

要があれば作成した文書で案内をと考えています。 

会 長  わかりました。早めの対応も良いかも知れませんね。 

事務局 

 前回の会議のころは苦情もあったんですが、その後ないものです

から必要があればと考えています。用意だけはしておくべきかなと

思いますので。 

会 長 

 わかりました。では、この件について時期や必要性を考えながら

対象事業所に案内をだせる状態にしておくということで対応をよろ

しくお願いいたします。 

 

(2) 資源物持ち去り対応について(資料 9) 

 

会 長 

 

 では、その次に参りたいと思います。議事の 4(2)資源物持ち去り

対応についてでございます。資料 9 について事務局のほうで説明を

お願いいたします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 資料 9 をご覧ください。湖西市ではまだあまり大きな苦情や被害

等上がってはいませんが、ということで前回資源物の持ち去りにつ

いてご説明させていただきましたが、残念なことに前回会議のすぐ

あとに、新所原地区でアルミ缶、新聞紙の浮浪者とみられる者によ

る抜き取り通報が市役所に寄せられました。事務局といたしまして

は、警察にすぐ通報し警ら要請とパトロール強化をお願いするとと

もに、資源物抜き取り禁止の多国語ステッカーを貼るなどの対応を

行いました。 

 ということで、この件につきましても引き続きとなりますが、わ

かりやすくインパクトのあるチラシを資源回収場所に貼るというこ

とで、前回人間の目がじっと見ているチラシ案を作成いたしました

が、委員の方から「インパクトがありすぎて」や「リアルなので」

ということでしたのでイラストに変更いたしました。 

 で、つい先々週市内で漫画の単行本約 10 冊が資源物のステーショ

ンから抜き取られるという事件が発生して、市外在住の人だったの

ですが、たまたま警察が現行犯で逮捕して初犯ではなかったことも

ありまして警察の方から被害届を出してくださいということで立件

されたという事件がありました。 

 というわけで別のシールを貼付したわけですが、今回のシールも

あまり皆さんの目の前でというのもインパクトがありすぎてという

こともあると考え物ですので、人目のない被害が発生している資源

物回収拠点での貼り付けを考えています。 

会 長  色とかはどうなりますか。 

事務局 

 実際は、赤や黄色を使ったこちらのような出来るだけ目立つ感じ

のものとなります。他の市町ではもっと強烈だったり、捕獲禁止鳥

獣看板なんかは目立つようなものもありますけど、まずは人目のな

い回収拠点で被害が発生しているところへの貼付を考えています。 

会 長 

 これも前回からの継続審議事項で事務局から説明がありましたけ

どいかがでしょうか。これもすぐ使うということではなくて必要が

あるときにということでよろしいですか。 

事務局 
 前回は、すべての拠点にということもあったんですが、必要なと

きに必要な場所へということで考えています。 

委 員 
 資源物の回収場所についてですが、その場所というのは夜間も出

せる訳なんですが、照明などはどこもついているんでしょうか。 

事務局 
 監視カメラとセンサーライトがついている所もありますが、すべ

てに照明がついているわけではありません。 

委 員 

 実は、資料に載っているこの場所なんですけど、歩いて夜会社帰

りに通るんですけど暗いんですよね。暗いときでも車を止めて何か

資源を出してたり、前回イタズラがあったということも聞いたんで

すけど暗いと抑止力って言うのも弱くなるのでもう少し照明なども
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あると良いと思いますけど。 

事務局 
 センサーライトはついているんですけど光が弱いって言うのもあ

ります。 

委 員 
 近くの工場が稼働中はとっても明るいんですけど、休みの時はく

らいですよね。 

事務局 

 なかなか、ステーションの場所ですけど明るい良い場所というの

は一等地な所が多く、そこは店舗だったり住宅だったりが建ってい

て残った場所で拠点を作らざるを得ない面もあるものですから。確

かに暗いところ、マナーが悪いところは今年あたりでもセンサーラ

イトやカメラを計 10 基ほどすでに設置しています。また、そういう

ところがあれば教えていただければセンサーライト設置のほうをさ

せていただきたいと存じます。ただ、街路灯のような強烈な光を使

おうということになると電気の配線や柱を建てて照明をつけるとい

った大掛かりで経費がかかることになりますので難しい面もありま

す。 

 また、ソーラー式で記録式の監視カメラ設置ということであると

60～70 万ほどかかりますのでその辺もコストとの兼ね合いが生じて

きます。 

委 員 
暗くしない悪いことが起こりにくい環境を作ることが大事かもし

れないですね。未然に防ぐっていうことが大事だと思います。 

会 長 
 抑止力っていうことですけど、そういうことが起こりやすい所っ

て決まってるんですか。 

事務局  いろんなところ、もうバラバラです。 

委 員  問題が起こったところの対策はどうですか。 

事務局  この場所については、すでにセンサーライトを設置済みです。 

委 員  街灯だと費用がかかるんですか。 

事務局 
 ものにもよりますけど 100 万円単位です。それから電気代などの

維持管理費もかかります。 

委 員 場所内でも少し明るい場所に移動するとかもありですかね。 

委 員  西部公民館は苦情はなかったですか。 

事務局  今まではなかったです。 

委 員 

 西側がオープンになっていて、管轄は社会教育課だったと思うん

ですけど、その東側に資源物回収場所があって西側の扉を閉めてお

いてもらわないと違法駐車だったり、資源の抜き取りだったりがあ

るんじゃないかと思うんですね。その辺も含めて意見を担当課に言

ってるんですけど進展がなくて。 

会 長  その辺のところはどうですか。 
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事務局 

 施設管理の面はともかく、明るさなどの面については予算が許す

限りではありますけど、センサーライトの設置など早急に対応した

いと思います。それから西部公民館については砕石上に資源物回収

コンテナが設置してありますので、本年度も轍や穴に砕石を入れ整

地を行い、今月中には東側のスロープが削れていますのでアスファ

ルト舗装にて整地する予定となっています。ステーションも汚かっ

たり荒れていたりするとごみがごみを呼ぶ結果となってしまいます

ので適宜他のステーションでも整備する必要があれば対応していき

たいと存じます。 

会 長 

 わかりました。なかなかすぐというわけにはいきませんけど、シ

ールや設備なども含めて事務局のほうで時期や対象を含めて対応し

ていただくということでお願いします。事務局のほうでもなかなか

ご苦労されているということですので委員の皆様方にもご協力をお

願いしたいと存じます。 

 

(2) ごみダイエット配布物について(資料 10) 

会 長 

 では、その次に参りたいと思います。議事の 4(3)ごみダイエット

についてでございます。資料 10 について事務局のほうで説明をお願

いいたします。 

事務局 

資料 10 をご覧ください。雑紙回収袋と少し見にくいですが、生ご

み絞り器です。現在イベントや市役所などで配布していますが、今

後は現在のカラーの雑紙回収袋が一枚約 60 円することなどから、豪

華版はイベント等で使用し、一枚 19 円程度の単色クラフト廉価版雑

紙回収袋や１個 100 円程度の生ごみしぼり器を新たに作成し、ごみ

関係環境教育の一環として小学校の新一年生などにわかり易いパン

フをつけて毎年配布するなど予算の許す範囲でできたらと考えてお

ります。というのが前回報告事項でごみ減量のための方策として進

めていただければということでしたので、市内の雑紙回収場所を載

せるなど具体的なレイアウトの素案ができまして本日午後に納品と

なっています。生ごみ絞り器につきましては市内の事業所で浜松市

の生ごみ絞り器を作成しているということがわかりましたので現在

お手元の資料に載せている感じで作成を進めており、絞り器、箱、

印刷すべてオール湖西の業者にて作成を依頼しています。以上で

す。 

会 長 

ありがとうございました。この件については前回以後現在の進捗

状況の報告となっています。今のことについて何かありますでしょ

うか。 

委 員  特になし。 

 

会 長 

 はい、わかりました。では、いただいている時間がこれでほぼ終

わりそうですので議事の 1 番から 3 番までは以上ということで。い
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ろんな貴重なご意見をいただきありがとうございました。せっかく

ですので今日お見えいただいた方の中で、このままお帰りになるに

はもったいないので、まだ発言されていない方どうですか。感じた

点とか。 

委 員 

 ちょっと感じた点なんですけど、資料中過去のデータの並びとい

うこともあると思いますが、グラフ化した方がわかりやすいのかな

と思います。時系列で収集方法やリサイクル品の変化などのポイン

トを載せたりして。それから目的ですけどグラフの中に目的値を載

せてここまでいきたいというのもあったほうがいいかもしれません

ね。あと会長さんはいろんな市町をごらんになっていると思います

けど湖西市の順位はどうだとか、先進の市町との違いはどうだとか

というものがわかれば方法も良くわかると思うんですけど。皆さん

のご意見をいただければと思いますが。それから集計時期について

ももう少し教えてもらえたらということですけど。 

会 長  その辺のところ事務局どうですか。 

事務局 

 そうです。おっしゃるとおりデータの見える化は必要ですし、目

標については当初ご説明しましたとおり、総合計画を現在作成して

おりまして、完成次第ホームページや広報紙等でお示しできると思

います。本音で言いますとゴールというのは、ごみは限りなくゼロ

にしたい、リサイクル率は現在 40％前後でこれを 100％に限りなく

近づけたい、浜松市との今後の委託費用についても関係してくるも

のですから、それはもう真剣に取り組んでいかなくてはならない。

価格交渉もヘビーな面もありますし、貴重な税金を使うわけですか

ら、過去には生ごみ半減という目標設定を立てて皆さんにご協力を

お願いしているという経過もあります。 

委員長  今、湖西市の一人あたりの排出量っていくらぐらいでしょうか。 

事務局 

 今 914g です。どこの市町でも総合計画の目標指標となっているわ

けなのですが、現在一人一日当たりのごみ排出量が湖西市で 914g、

それを総合計画で平成 32 年度には、860 とか 870 にしていこうとい

うのが分かりやすい数字でいう目標と言えるのかなと思います。そ

れとともに先ほど申し上げましたリサイクル率が現在約 39％、ここ

数年 40％前後の値となっていますが、これを上げていこうというの

が目標となっていまして、本当は一人あたりの排出量を限りなく減

らしていくのも大切なのですが、湖西市は事業所が多いものですか

ら一般廃棄物のうち家庭系以外の物がたくさん出ますので、事業所

から出される廃棄物を人口一人あたりで計算すると、他の市町より

も多くなってしまうという現状があります。 

委員長  事業系ごみが多いと。 

事務局 

 

  

 そうです。そうすると生産にかかる事業系ごみがあまり減らない

というと、いかにリサイクルしていこうと、率を上げていこうとい

うことになります。そういった意味も含めまして、減量とリサイク
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ルという 2 つの柱でいきたいなと考えています。一人一日当たりの

排出量というのは県下でも 17～18 位ぐらいなのですが、リサイクル

率のほうはベスト 3 には入っているということで今後この 2 つを重

点的に何とかしていこうというのが目標といえます。 

委員長 

 3R の原則から言えば、リサイクルというのは３番目なんですね。

リサイクルの前にリユースがあって、その前にリデュースがあるわ

けです。つまり市民の皆さんがリサイクル出来ているので良いので

はなくて、できるだけごみを発生させない、発生抑制から出発しな

いと中々ごみは減りません。それで一番苦慮しているのは三島市で

す。三島市は人口 10 万人以内都市で県内では一人あたりのごみ排出

量がワースト 1 なんです。１kg を超えた数字となっています。私も

現在三島市の環境審議会の会長をやらしていただいていて、一所懸

命頑張っているんですが、県内で良いところは掛川とか、藤枝とか

で申し訳ないのですが、私が皆様方の意見を聞いて藤枝の市民とし

て感じるのは、分別は当たり前、きれいに使って当たり前になって

います。ですからなんで当番で掃除をしなくちゃいけないんだと

か、汚れてるなんていうことを電話で言ってくることはないんです

ね。当たり前の事なんです。自治意識が強くて、そういうこともし

っかりやらないとお祭りにも行けないとか、良い悪いは別としてで

すけど。よくある例として静岡市のベッドタウンとして藤枝に引っ

越してきた方が、今人口が増えているんですけど、そうするとごみ

の出し方がぜんぜん違うんです。静岡市は分別しなくてもよいの

で。静岡市の場合は燃やしてエネルギーを取り出すのがリサイクル

だと。そういう考えですから、静岡市の場合は 1 年間で 90 億円くら

いごみの処理に掛かります。でも発電で 11 億 5 千万円帰ってくる、

サーマルリサイクルっていう考えなんですけど。分別して物に変え

ていくのがマテリアルリサイクルです。どちらがよいかは別にし

て、そんなことからするとやっぱり市民の皆さんのごみに対する分

別の意識の徹底と責任と自覚、この辺をもう少ししっかりと、すい

ません偉そうなこと言っちゃって。とにかく徹底的にしっかりやる

という心構えが大事だと思います。たとえばごみに対して制限をか

ける、これ以上出したら罰金だとか、そういうことは出来ない訳で

す。だから意識っていうものを責任の中でしっかり捉えていただく

っていうことをやっていくという事と技術的な面から言うと事業系

一般廃棄物っていうものがバカにならない。隣の浜松市だと飲食店

や小売店のごみだとかいう事業系のごみが 40％前後出る訳です。と

いうことは市民の方たちだけが分別をやってもダメで、そうなると

掛かる経費のうちどれくらい占めているかということも考えなけれ

ばならないという事もあります。事業系一般廃棄物の中でこれを家

庭ごみとして出しちゃう人も中にはいる訳です。この点もこれから

の問題で考えなければならない。いろんな事があって言い出せばき
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りがないのが実情なんです。そんな中でやっぱり市民意識として湖

西市の皆さん方がどういう風にご自身の問題として自覚していただ

くというのがこれからのテーマであるかもしれません。県内の他市

町の良い所を見たり研究したりしてヒントをつかむというのも一つ

の方法かも知れません。 

事務局 
 ただ数字だけの比較だと、統計処理上の違いもありますので本質

はどうかということも考慮する必要があります。 

  会 長 

 おっしゃるとおりで細かい話をするとあれですので、ただごみ処

理方法の違いやそれによる統計処理上の違いにおいても、メリット

デメリットがありますので、そういうところをはずした似たような

市町の方法を探るっていうのがよいのかな。そういう感じです。と

にかく市民の参加意識、藤枝などの方が必ずしもすばらしいって訳

ではなくて、良い所、悪い所いろいろ考えながら進めていくってい

うのが大事だと思います。 

委 員 

 先生の方から市民の意識の持ち方ということでお話がありました

けど、この会の委員になって地区のごみステーションや資源物回収

場所を気にして見るようになったんですけど、市民のごみに関する

意識の啓発についてどういうふうに高めたらということで、市の方

で出前講座をやってらっしゃるんですけど、自治会として出前講座

を開催したいという気持ちはあるんですけど、地区役員とか 9 割ぐ

らいの方がお勤めで土曜日や日曜日も休めないっていう方もいます

し、これ以上仕事を増やしてほしくないなんていう意見もある訳で

す。そうすると講座一つも開催できないっていう感じなんです。だ

けどごみ出しルールの違反者がいる。大人にいまさらごみ出しルー

ルを守ってくださいっていうのもあれですし、市のほうで小学校、

中学校に行かれてると思うんですけど、どのくらいやっているの

か、子供さんに啓発して 10 年後 20 年後につなげるような感じで減

量を進めてった方が良いかと思ったり、資源物回収場所を見ても出

しちゃいけないものがあったりして、もちろん全戸配布で分別表は

配られているんですけど。あと現場の看板だとか中には古くなって

見えづらくなっているのもあったり、そうするとそれは自治会から

要望を出すほうが良いのか、市のほうで看板ストックがあって申し

出ればすぐ対応してもらえるのか、委託業者が回っているのでその

辺の連絡とかもしてもらってとか、その辺を少しお聞きしたいんで

すけど。 

事務局 

 学校のほうですけど、小学校、中学校、過去には高等学校へ出前

講座に行っております。本年度は、岡崎、東、鷲津の各学校、過去

には湖西高校へも出かけております。それから施設見学ということ

で毎年数校の来場があります。過去には大きなクレーンが動いてと

いう作業風景も見ることができましたが、現在は焼却を行っていな

いので危険がない範囲でプラマーク品の処理や分別作業など場内を
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見てもらっています。それから看板ですが、ストックがありますの

で必要があればお出しすることも出来ますし、委託業者も今後ゴー

ルデンウィーク、年末年始の案内設置等を見込んだ委託内容を考え

ておりまして、業者さんとの打ち合わせも行っているという状況で

ございます。それ以外に不法投棄看板などにも経費や設備面での上

限はありますが、できる限り対応させていただければと存じますの

でお申し出ください。 

委 員  自治会要望でということで良いでしょうか。 

事務局 
 正式でも良いですし、電話や直接こちらへ来ていただいても対応

可能です。 

  委 員 

 今の話ですけど、子供が大きくなるまでというのもありますけ

ど、私はキエーロを作って持っていってもらってるんですけど、昨

年 50 人くらいの子供が集まる会合でキエーロの使い方の講習をしま

した。土の中に生ごみを入れてかき混ぜておくとごみがなくなると

いうのをやったんですけど、ごみが消えてなくなるというのを不思

議に思った。夏休みの宿題でやってみたらどうかと話したんですけ

ど、そうしたら一人の子供が興味を持って、私が直接キエーロを据

付に行って、お母さんと一緒に実験をしてくれました。子供の言う

ことなら親も動こうとするので効果がすぐ出ます。子供に説明する

ということは親を動かす手段として非常に良い目の付け所だと思い

ますので、役所の人だけでなく地域の子供会などの会合のときなど

に説明や講習をやっていくというのは良いことだと思います。すぐ

反応が出ますし。  

委 員 

 先ほど来の話ですけど、県内でも進んでいる所を参考にするのは

非常に良いことだと思いますね。考えるということも大切だけど見

てインパクトを受けるという事も大切だと思います。具体的な方法

でどうしようだとか、そのためにはどう行動しようかというのもす

っきりするためには大切だと思いますし。 

会 長  いろいろご意見がでましたが。 

  委 員 

 先ほどの出前講座の件ですけど中々自治会として地域の人に出前

講座をしたいというのは言いづらいので、市役所の方でこの時期に

この地区に出前講座したいんだけどとかっていう形で地域に依頼を

かけてもらえば人集めなどは地域で行いますので投げ掛けていただ

ければと思います。 

  事務局  わかりました。その辺は会議終了後個別で伺います。 

  会 長 

 はい、たくさんのご意見をありがとうございました。いただいて

いるお時間もそろそろということもありますので、まとめのほうに

入らせていただきたいと思います。今後の形というものを踏まえま

して事務局のほうでおっしゃってくださればと存じます。 

  事務局  まず最初の地区外からということに関しましては、市外からに限
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定した形で文書も簡潔でわかりやすく対応させていただく。前回は

文書のような苦情もありましたが、その後このような報告や連絡も

今のところございませんので、今後苦情等が寄せられた時には以上

のような点を踏まえて対応させていただく。また、市内の他地区へ

のごみ出しについては、市民の方を対象に市役所だよりや広報等で

周知したいと存じます。2 番目の資源物持ち去りにつきましては、

先ほど担当が申し上げましたが、古い雑誌 10 冊、価値にして約 10

円ほどですが被害届を提出し、そういう行為を減らしていかなくて

はならない、警察も被害ということで今後もパトロールやその他の

対応もしていただける、市としても今まで以上に対策に努めてまい

りたいと存じます。3 番目のごみダイエット配布物につきまして

は、お手元のサンプルをご覧になっていただければお分かりになる

思いますが、従来カラーで作成された雑紙回収袋をイベントがある

ごとに配布させていただいておりましたが、燃やせるごみを減らす

には生ごみを減らすと同時に簡単にできる方法として資源になる雑

紙を分けて出すということがあるということで今回廉価版を作成

し、先ほどの委員の方の意見にもありましたが、新一年生に生ごみ

絞り器とセットで配布することで分別意識やごみ減量について関心

を持ってもらうことが大事と考えております。中々一度に改善して

いくというのは難しいものですから、目標は目標として少しづつ

徐々に出来るところから取り組んでまいりたいと考えております。

また、この会議につきましても行政サイドだけですととかく固定観

念にとらわれているのは否めないものですから、皆様方の発想とい

うものが大変参考になりまして昨年来より本日で 5 回目ということ

になりますが、いろいろなご意見をいただきまして違った見方をす

ることが出来ましたので今後いただいたご意見を参考にしながら施

策に反映させていただきたいと存じます。  

  会 長 

 ありがとうございました。私の方でいただいた議題につきまして

事務局でまとめていただきました。では、進行案件につきましては

すべて終了いたしました。皆様方いろんな形でご協力いただきまし

てありがとうございました。お礼も申しまして議事進行役を終わら

せていただきます。大変ありがとうございました。では事務局お願

いいたします。 

 

 ５  その他                              

  （事務局）  

       会長、どうもありがとうございました。次は 5 のその他でございますけど、 

     今後の湖西市のごみ処理につきまして 2 点ほど簡単にご説明申し上げます。 

 まず、浜松市へのごみ処理委託について現在 1ｔ当たり 20,800 円で浜松市
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の西部清掃工場に可燃ごみの焼却を委託しておりますが、金額の変更等も含

め新たな動きもございますので、その辺のところをご説明申し上げます。 

 

 浜松市への可燃ごみの処理委託につきましては、前回の会議でもご説明さ

せていただき新聞等でも報道されましたので皆さんご存知のとおりでござい

ますが、本年度まで 1ｔ当たり 20,800 円ということで焼却委託をしており

ましたが、平成 28 年度からのごみ処理単価は 1ｔ当たり 25,050 円というこ

とで決着いたしました。交渉回数は 4 月から 16 回、そのうち部長参加が 3

回、副市長参加が 1 回、市長・副市長打合せが 8 回ございまして時には当時

の副市長とも打ち合わせをいたしました。という交渉、打ち合わせを重ねて

決着した金額でございます。12 月 3 日の議会全員協議会へも報告いたして

おります。20,500 円を決めた当時はごみの量が 18,800ｔを見込んでいまし

たが皆様のご協力により平成 26 年度は 13,402ｔとかなりのごみ減量が進み

まして、処理コストの総枠が決まっていると量が減れば単価が上昇するとい

うことになりますが、総額でいえばトータルで委託料金が減るということに

なります。 

 次に新規資源物回収場所として、新聞、雑誌、ダンボール、雑紙回収のた

めに市民会館、表鷲津グランド、分川跨線橋、パナソニック北、あけぼの公

民館に金網のかご若しくはコンテナを設置しました。なお、市民会館につき

ましては古布も回収できるようになっていますのでぜひご利用いただければ

と存じます。 

 また、今後は前回ご説明させていただいた布団、畳、硬質プラスチックや

家具の再販、使えるものの再利用(傘など)、子供用玩具・自転車・三輪車な

どの市保育園幼稚園での再利用、オムツの捨て方によるごみの減量などごみ

の減量やリサイクルに努力していきたいと思います。以上です。 

  委 員 

      紙回収については、業者さんも年末年始も集めてくれて大変回収場所も

きれいですし大変助かっています。ありがとうございます。 

  事務局 

      今後もより一層きれいな収集場所確保に努めます。 

 

  ６  閉会   


